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行政文書不開示決定通知書

林弘法縦事務所

弁護士山中埋司 様

関東地方確術局

平成25年7月8日付けで制求され、平成25年7月9日付けで受理しました行政文瀞の開示について､行政機関の保
有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に鑿づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知し
ますも

龍

不鮒示決定した行政文替の名称

［請求文藩名］
司法研修所修習棟噸築その他建築工事（平成15年11月20日落札）の施工体制台帳及び施工体系図

I

不開示とした理由

当該文諜については、保存期間が満了しているため廃棄されており、文書が存在しないため不開示となります。
2

＊この決定に不伽がある蝋合は、行政不服群飛法(昭和37年法tl"160号)第5条の規定により．この決定があったこと
を知った日の盟日から起採して60H以内に、脳±交通大臣に対して審磁識求をすることができます。

＊また、この決定の取澗しを求める訴舩を提起する場合は、行政蛎件訴訟法(昭和37年法律第13931の規定により、こ
の決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として怖舩において国を代表する･蒲は法務大臣となりま
す。 l処分の取澗しの脈えを提起することができます. （なお決定があったことを知った日から6ケ月以内であっても，
決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの紙えを提起すること力!できなくなります。）
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